
Ⅰ．養子縁組のあっせん・相談支援の基本方針と組織

Ⅱ．民間あっせん機関の運営管理

Ⅲ．適切な養子縁組のあっせん・相談支援の実施

Ⅰ．レーダー図（「評価の着眼点」の実施率）

※実施率とは、各評価項目に含まれる「評価の着眼点」について「できている」と答えた人数の全体に対する割合を表しています。
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Ⅲ‐2‐(1)養子縁組のあっせ

ん及び相談支援の実施方

法

Ⅲ‐2‐(2)養親希望者の質の
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Ⅲ‐2‐(3)養子縁組のあっせ

ん及び相談支援の記録と
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縁組のあっせん、相談支
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